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表記の適正化に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について

教育政策課

１ 規則制定の理由

令和７年12月に公布された「適用対象の消滅等に伴う関係条例の整理に関する条例」

と同様に、教育委員会規則についても、表記の正確性を確保するための改正を行い、規

則内容の適正化を図る必要がある。

２ 規則の内容

次の５規則について所要の整理を行う。

名称 番号

① 徳島県教育委員会職員服務規則 昭和42年第 6号

② 技能教育施設の指定等に関する規則 平成 5年第 2号

③ 県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則 平成12年第 5号

④ 教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則 平成27年第 6号

⑤ 徳島県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の任用等に関する 令和 2年第 1号

規則

３ 施行期日（等）

公布の日
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条

例

等

立

案

表

題

名

課
（
室
）
名

表
記
の
適
正
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

教

育

政

策

課

担
当
者
名

笠

井

陽

菜

電
話
番
号

三

二

○

八

提
案
（
制
定
）
理
由

表
記
の
正
確
性
を
確
保
す
る
た
め
、
関
係
規
則
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則

２

技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

３

県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則

４

教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則

５

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

関
係
法
規

適
用
対
象
の
消
滅
等
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）

予
算
上
の
措
置

法
令
審
査
会

要

・

否

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

実
施

・

省
略

・

対
象
外
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

表
記
の
適
正
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

表
記
の
適
正
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
（
平
成
四
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員

会
規
則
七
―
四
）
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
（
昭
和
四
十
年
人
事
委
員
会
規
則
八
―
二
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
八

―
二
）
」
に
改
め
る
。

（
技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
条
第
二
項
」
を
「
及
び
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」

に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
容
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
技
能

教
育
施
設
内
容
変
更
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
指
定
」
の
次
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
省
令
第
六
条
第
二
項
」

を
「
政
令
第
三
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
次
に
「
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
政

令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
」
を
加
え
、
「
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
（
第
三
号
様

式
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

政
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
及
び
指
定
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
連
携
措
置
に
係
る
科
目
指
定
変
更
（
指
定
解
除
）
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
六
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
四
条
の
二

政
令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
技
能
教
育
施
設
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
指
定
技
能
教
育
施
設
廃
止
届
出
書
（
第
五
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
条
中
「
又
は
前
条
」
を
「
、
第
四
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「技

能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（昭
和
３
７

，
、

「

学
校
教
育
法
施
行
令
第
３
３
条
の
２

年
文
部
省
令
第
８
号

）第
６
条
第
１
項

」
を

に
改
め

学
校
教
育
法
施
行
令
第
３
４
条
第
２
項

」
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、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）
と
し
、
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。
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第２号様式（第３条第１項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設内容変更届出書

学校教育法施行令第34条第1項の規定による技能教育施設の内容変更をしたいので、次のと

おり届け出ます。

変更事項 変更前 変更後
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第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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第４号様式（第４条第３項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

連携措置に係る科目指定変更（指定解除）申請書

学校教育法施行令第34条第２項の規定による連携措置に係る科目の指定変更（指定解除）を受
けたいので、関係書類を添えて、申請します。

１ 技能教育施設のための施設の名称及び所在地

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

２ 指定変更（指定解除）を受けようとする科目に関する事項

技能教育を受
指定変更（指定解除）を受けようとする技能教育に係る科目

技 能
ける者の数

教育の
修業

種 類 年限 申請時の 内容の １年間 履 修 同時に技能 担当する
定員 名称 の指導 教育を受け

実 員 数 概 要
時間数

年 次
る者の数

者 の 数

年 (変更前) 時間 人 人

(変更後)

３ 指定変更を受けようとする科目に係る技能教育のための施設及び設備の状況に関する事項

施 設 設 備

名 称 数 量 構 造 面 積
専用・

名 称 数 量
専 用 ・

共用の別 共用の別

(変更前) ㎡ (変更前)

(変更後) (変更後)
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第５号様式（第４条の２関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設廃止届出書

学校教育法施行令第35条第１項の規定による技能教育施設の廃止をしたいので、次のとおり届
け出ます。

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

廃 止 予 定 年 月 日
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（
県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員

会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員

会
規
則
七
―
一
」
に
改
め
る
。

（
教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
九
―
五
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委

員
会
規
則
九
―
五
）
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二

年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
（
平
成
二
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事

委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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１

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

(

勤
務
時
間
等)

(

勤
務
時
間
等)

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ

２

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ

し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
時
間
条
例

し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
時
間
条
例

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
週
休

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
等(

以
下
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。)

に
つ
い

日
及
び
勤
務
時
間
等(

以
下
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。)

に
つ
い

て
は
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則(

徳
島
県
人
事
委
員

て
は
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
四
年
徳
島
県

会
規
則
七
―
四

)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児

短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
が
請
求
し
た
勤
務
の
形
態
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
承
認
し

等
が
請
求
し
た
勤
務
の
形
態
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
承
認
し

た
週
休
日
等
と
し
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

た
週
休
日
等
と
し
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
週
休
日
等
に
つ
い
て
は

る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
週
休
日
等
に
つ
い
て
は

教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
週
休
日
等
と
す
る
。

教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
週
休
日
等
と
す
る
。

３
～
４

（
略
）

３
～
４

（
略
）

(

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除)

(
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除)

第
十
七
条

職
員
は
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る

第
十
七
条

職
員
は
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る

条
例(

昭
和
二
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号)

第
二
条
及
び
職

条
例(

昭
和
二
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号)

第
二
条
及
び
職

務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

徳
島
県
人
事
委

務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
年
人

員
会
規
則
八
―
二

)

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
職
務
に
専

事
委
員
会
規
則
八
―
二)

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
職
務
に
専

念
す
る
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

念
す
る
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
職
務
専
念
義
務
免
除
承
認
申
請
書(

様
式
第
九
号)

に
よ

き
は
、
職
務
専
念
義
務
免
除
承
認
申
請
書(

様
式
第
九
号)

に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

り
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
教
育
委
員
会
が
特
に
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
事
務
シ
ス

し
、
教
育
委
員
会
が
特
に
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
事
務
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
申
請
を
行
い
、
所
属
長
の
承
認
を
も
つ
て
こ
れ
に

テ
ム
に
よ
り
申
請
を
行
い
、
所
属
長
の
承
認
を
も
つ
て
こ
れ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）

新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

(

趣
旨)

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規

則(

昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
八
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

則(

昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
八
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

う
。)

第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
第
六
号

う
。)

第
一
条
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政

の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政

令
第
三
百
四
十
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。)

第
三
十
二
条

令
第
三
百
四
十
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。)

第
三
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
指
定
の
申
請
等
に

の
規
定
に
よ
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
指
定
の
申
請
等
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

内
容
変
更
の
届
出
事
項)

(

内
容
変
更
の
届
出
事
項)

第
三
条

政
令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
容
変
更
の

第
三
条

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
技
能
教
育
施
設
内
容
変
更

届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

省
令
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が

省
令
第
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

技
能
教
育
を
担
当
す
る
者
の
数

一

技
能
教
育
を
担
当
す
る
者
の
数

二

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
に
お
い
て
技
能
教
育
を
受
け
る

二

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
に
お
い
て
技
能
教
育
を
受
け
る

こ
と
の
で
き
る
者
の
資
格

こ
と
の
で
き
る
者
の
資
格

三

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
施
設
及
び
設
備
の
状
況

三

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
施
設
及
び
設
備
の
状
況

(

連
携
措
置
に
係
る
科
目
の
指
定
等
の
申
請)

(

連
携
措
置
に
係
る
科
目
の
指
定

の
申
請)

第
四
条

政
令
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ

第
四
条

省
令
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る

う
と
す
る
者
及
び
政
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
連
携
措
置
に
係
る
科
目
指

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
連
携
措
置
に
係
る
科
目
指

定
申
請
書(

第
三
号
様
式)

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
教

定
申
請
書(

第
二
号
様
式)

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
教

育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
科
目
に
お
い
て
使
用
す
る
主
な

一

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
科
目
に
お
い
て
使
用
す
る
主
な

教
材
の
名
称
を
記
載
し
た
書
類

教
材
の
名
称
を
記
載
し
た
書
類

二

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
科
目
の
内
容
の
概
要
を
記
載
し

二

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
科
目
の
内
容
の
概
要
を
記
載
し

た
書
類

た
書
類

三

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
科
目
に
係
る
技
能
教
育
を
担
当

三

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
科
目
に
係
る
技
能
教
育
を
担
当

す
る
者
の
氏
名
、
担
当
科
目
、
担
当
時
間
数
及
び
履
歴
を
記

す
る
者
の
氏
名
、
担
当
科
目
、
担
当
時
間
数
及
び
履
歴
を
記

載
し
た
書
類

載
し
た
書
類

四

連
携
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
高
等
学
校
の
名
称
及
び
所
在

四

連
携
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
高
等
学
校
の
名
称
及
び
所
在

地
並
び
に
課
程
及
び
学
科
の
名
称
を
記
載
し
た
書
類

地
並
び
に
課
程
及
び
学
科
の
名
称
を
記
載
し
た
書
類

五

連
携
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
高
等
学
校
の
校
長
の
承
諾
書

五

連
携
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
高
等
学
校
の
校
長
の
承
諾
書

六

連
携
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
高
等
学
校
の
学
科
の
教
育
課

六

連
携
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
高
等
学
校
の
学
科
の
教
育
課

程
を
記
載
し
た
書
類

程
を
記
載
し
た
書
類

２

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
指
定
の
申
請
と
同
時
に
連
携
措

２

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
指
定
の
申
請
と
同
時
に
連
携
措

置
に
係
る
科
目
の
指
定
の
申
請
を
行
う
と
き
は
、
前
項
第
二
号

置
に
係
る
科
目
の
指
定
の
申
請
を
行
う
と
き
は
、
前
項
第
二
号

か
ら
第
六
号
ま
で
の
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
第
六
号
ま
で
の
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

３

政
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
及
び

指
定
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
連
携
措
置
に
係
る

科
目
指
定
変
更
（
指
定
解
除
）
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
廃
止
の
届
出)

（
新
設
）

第
四
条
の
二

政
令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
技

能
教
育
施
設
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
技
能
教
育

施
設
廃
止
届
出
書
（
第
五
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

申
請
書
等
の
提
出
期
限)

(

申
請
書
等
の
提
出
期
限)

第
五
条

第
二
条
、
第
四
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
の
申
請
書

第
五
条

第
二
条
又
は
前
条

の
申
請
書

そ
の
他
の
書
類
の
提
出
は
、
当
該
申
請
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ

そ
の
他
の
書
類
の
提
出
は
、
当
該
申
請
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
連
携
措
置
に
係
る
科
目
の
教
育
を
開
始
し
よ
う
と
す

う
と
す
る
連
携
措
置
に
係
る
科
目
の
教
育
を
開
始
し
よ
う
と
す

る
日
の
三
月
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
日
の
三
月
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第３号様式（第４条第１項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

連携措置に係る科目指定申請書

学校教育法施行令第33条の２
の規定による連携措置に係る科目の指定を受けたいので、関係書

学校教育法施行令第34条第２項

類を添えて、申請します。

（略）

備考
１ 「資格有無」欄には、担当又は担任する技能教育又は実習に係る高等学校教諭の免許状の有無を記
入する。

２ 「経験年数」欄には、担任する実習に関する実地の経験年数を記入する。
３ ※欄には、申請者は記入しない。

（改正案）

第２号様式（第４条関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては，名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

連携措置に係る科目指定申請書

技能教育施設の指定等に関する規則（昭和37年文部省令第 8 号）第 6 条第 1 項の規定による連携措置に
係る科目の指定を受けたいので，関係書類を添えて，申請します。

（略）

備考
１ 「資格有無」欄には，担当又は担任する技能教育又は実習に係る高等学校教諭の免許状の有無を記
入する。

２ 「経験年数」欄には，担任する実習に関する実地の経験年数を記入する。
３ ※欄には，申請者は記入しない。

（現行）
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（改正案）

第２号様式（第３条第１項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設内容変更届出書

学校教育法施行令第34条第1項の規定による技能教育施設の内容変更をしたいので、次のとおり届け出ま
す。

変更事項 変更前 変更後

（新設）

（現行）
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（改正案）

第４号様式（第４条第３項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

連携措置に係る科目指定変更（指定解除）申請書

学校教育法施行令第34条第２項の規定による連携措置に係る科目の指定変更（指定解除）を受けたいの
で、関係書類を添えて、申請します。

１ 技能教育施設のための施設の名称及び所在地

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

２ 指定変更（指定解除）を受けようとする科目に関する事項

技能教育を受 指定変更（指定解除）を受けようとする技能教育に係る科目
技 能

ける者の数

教育の
修業

種 類
年限

申請時の 内容の
１年間

履修
同時に技能

担当する
定員 名称 の指導 教育を受け

実 員 数 概 要 時間数 年次 る 者 の 数 者 の 数

年 (変更前) 時間 人 人

(変更後)

３ 指定変更を受けようとする科目に係る技能教育のための施設及び設備の状況に関する事項

施 設 設 備

名 称 数 量 構 造 面 積
専用・

名 称 数 量
専 用 ・

共用の別 共用の別

(変更前) (変更前)

(変更後) (変更後)

（新設）

（現行）
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（改正案）

第５号様式（第４条の２関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設廃止届出書

学校教育法施行令第35条第１項の規定による技能教育施設の廃止をしたいので、次のとおり届け出ます
。

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

廃 止 予 定 年 月 日

（新設）

（現行）
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３

県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）

新
旧
対
照
表
（
第

三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

(

休
暇)

(

休
暇)

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

病
気
休
暇
、
特
別
休
暇(
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

４

病
気
休
暇
、
特
別
休
暇(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

暇
に
関
す
る
規
則(

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一

暇
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七

。
以
下
「
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
」
と
い
う
。)

別
表

―
一
。
以
下
「
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
」
と
い
う
。)

別
表

第
二
の
九
、
十
二
及
び
二
十
一
を
除
く
。)

、
介
護
休
暇
又
は

第
二
の
九
、
十
二
及
び
二
十
一
を
除
く
。)

、
介
護
休
暇
又
は

無
給
休
暇
の
請
求
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
医
師
の
証
明
書
そ

無
給
休
暇
の
請
求
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
医
師
の
証
明
書
そ

の
他
勤
務
し
な
い
事
由
を
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
提
出

の
他
勤
務
し
な
い
事
由
を
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
週
休
日
を
除
き
引
き
続
き

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
週
休
日
を
除
き
引
き
続
き

六
日
以
内
の
休
暇
の
請
求
を
行
う
場
合(

人
事
委
員
会
規
則
七

六
日
以
内
の
休
暇
の
請
求
を
行
う
場
合(

人
事
委
員
会
規
則
七

―
一
別
表
第
二
の
八
の
請
求
を
行
う
場
合
を
除
く
。)

に
は
、

―
一
別
表
第
二
の
八
の
請
求
を
行
う
場
合
を
除
く
。)

に
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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４

教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

新
旧
対
照
表
（
第

四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

(

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例)

(

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例)

第
二
条

前
条
の
特
例
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

第
二
条

前
条
の
特
例
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
五
（
略
）

一
～
五
（
略
）

六

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則(

徳
島
県
人
事
委

六

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
七
年
徳

員
会
規
則
九
―
五

)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
事

島
県
人
事
委
員
会
規
則
九
―
五)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
事

情
聴
取
等
の
調
査
に
応
ず
る
場
合

情
聴
取
等
の
調
査
に
応
ず
る
場
合

七
～
八
（
略
）

七
～
八
（
略
）
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５

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）

新
旧
対
照
表
（
第
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

(

任
用)

(

任
用)

第
四
条

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則

第
四
条

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則

(

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九

)

第
六
十
七

(

平
成
二
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九)

第
六
十
七

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
選
考
に
よ
り
教
育

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
選
考
に
よ
り
教
育

委
員
会
が
任
命
す
る
。

委
員
会
が
任
命
す
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）
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